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指定障
していしょう

がい福祉
ふ く し

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重要
じゅうよう

事項
じ こ う

説明書
せつめいしょ

 
 

 

 

 

 

つむぐ訪問
ほうもん

介護
か い ご

ステーション 
 

〒547-0027 

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

平野区
ひ ら の く

背
せ

戸口
と ぐ ち

2-13-4 202号室
ごうしつ

 

 

ＴＥＬ 080-4413-2510 

ＦＡＸ 06-7632-3195 
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  重
じゅう

 要
よう

 事
じ

 項
こう

 説
せつ

 明
めい

 書
しょ

   

 この「 重 要
じゅうよう

事項
じこう

説 明 書
せつめいしょ

」は、当 事 業 所
とうじぎょうしょ

とサービス
さ ー び す

利用
りよう

契 約
けいやく

の締 結
ていけつ

を希望
きぼう

さ

れる 方
かた

に対して
たいして

、 社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第 7 6 条
だい７６じょう

及び
および

「大阪府
おおさかふ

指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

並び
な ら び

に指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の事業
じぎょう

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及び
お よ び

運営
うんえい

に関する
か ん す る

基準
きじゅん

を定める
さ だ め る

条例
じょうれい

（平成
へいせい

24
２４

年
ねん

大阪府
おおさかふ

条例
じょうれい

第 107号
だい１０７ごう

）」第 10条
だい１０じょう

の規定
き て い

に基づき
も と づ き

、当事業所
とうじぎょうしょ

の概要
がいよう

や提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の内容
ないよう

、契約
けいやく

を締結
ていけつ

する前
まえ

に知って
し っ て

おいていただきたい

ことを事
じ

業者
ぎょうしゃ

が説明
せつめい

するものです。 
 

１ サービスを 提 供
ていきょう

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

について 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

名 称
めいしょう

 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

芽生
め ば え

 

代 表 者
だいひょうしゃ

氏 名
しめい

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

 松浪
まつなみ

 敬
けい

太
た

 

本 社
ほ ん し ゃ

所 在 地
し ょ ざ い ち

 

（ 連 絡 先
れんらくさき

） 

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

平野区
ひ ら の く

背
せ

戸口
と ぐ ち

2-13-4 202号室
ごうしつ

 

TEL 080-4413-2510 

FAX 06-7632-3195 

法 人
ほうじん

設 立
せつりつ

年月日
ねんがっぴ

 2024年
ねん

03月
がつ

15日
にち

 

 

 

２ サービス 提 供
ていきょう

を担 当
たんとう

する事業所
じぎょうしょ

について 

(1) 事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

等
とう

 

事 業 所
じ ぎ ょ う し ょ

名 称
めいしょう

 つむぐ訪問介護ステーション 

サ ー ビ ス の 

主
おも

たる対 象 者
たいしょうしゃ

 

身 体 障
しんたいしょう

がい者
しゃ

、知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

、 障
しょう

がい児
じ

（ 18
１８

歳
さい

未満
みまん

の

身 体 障
しんたいしょう

がい者
しゃ

及び
および

18
１８

歳
さい

未満
みまん

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

）、 精 神 障
せいしんしょう

が

い者
しゃ

、 難 病
なんびょう

等
とう

対 象 者
たいしょうしゃ

 

大 阪 府
お お さ か ふ

指 定
し て い

 

事 業 所
じ ぎ ょ う し ょ

番 号
ばんごう

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

2715805970号
ごう

（2025年
ねん

10月
がつ

1日
にち

指定
し て い

） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 2715805970号
ごう

（2025
２０２５

年
ねん

10月
がつ

1日
にち

指
し

定
てい

） 

事業所
じぎょうしょ

所在地
しょざいち

 
大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

平野区
ひ ら の く

背
せ

戸口
と ぐ ち

2-13-4 

シャトー大広
おおひろ

 202号室
ごうしつ

 

連 絡 先
れ ん ら く さ き

 

相 談
そうだん

担 当 者 名
たんとうしゃめい

 

TEL 080-4413-2510 FAX 06-7632-3195 

管理者
かんりしゃ

 中川
なかがわ

白
はく

道
と
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事業所
じぎょうしょ

の 

通 常
つうじょう

の 

事 業
じぎょう

実施
じっし

地域
ちいき

 

大阪市
おおさかし

全 域
ぜんいき

 

事業所
じぎょうしょ

が行なう
おこなう

 

他
ほか

の指 定 障
していしょう

が

い 

福祉
ふ く し

サービス 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 2715805970号
ごう

（2025
２０２５

年
ねん

10月
がつ

1日
にち

指
し

定
てい

） 

移動
いどう

支援
しえん

事 業
じぎょう

 2765802760号
ごう

（2025年
ねん

10月
がつ

01日
にち

指
し

定
てい

） 

 

 
 

 

(2)事 業
じぎょう

の目 的
もくてき

および運 営
うんえい

方 針
ほうしん

 

事 業
じぎょう

の目 的
もくてき

 

実施
じっし

する 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

の適 正
てきせい

な運 営
うんえい

を確保
かくほ

するため

に 必 要
ひつよう

な 人 員
じんいん

および 運 営
うんえい

管理
かんり

に関する
かんする

事項
じこう

を定め
さだめ

、 円 滑
えんかつ

な

運 営
うんえい

管理
かんり

を図る
はかる

とともに、利用者
りようしゃ

等
とう

の意思
い し

及び
および

人 格
じんかく

を 尊 重
そんちょう

し

て、常に
つねに

当 該
とうがい

利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立った
た っ た

指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

（又
また

は 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

）（以下
い か

、「指定
してい

居 宅
きょたく

等
とう

介護
かいご

」という）の 提 供
ていきょう

を確保
かくほ

することを目 的
もくてき

とする。 

運 営
うんえい

方 針
ほうしん

 

利用者
りようしゃ

等
とう

が居 宅
きょたく

において自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を

営 む
いとなむ

ことができるよう、当 該
とうがい

利用者
りようしゃ

等
とう

の身 体
しんたい

その他
そ の た

の 状 況
じょうきょう

及び
および

その置かれて
お か れ て

いる 環 境
かんきょう

に応じて
おうじて

、 入 浴
にゅうよく

、排せつ
はいせつ

及び
および

食 事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

、調 理
ちょうり

、洗 濯
せんたく

及び
および

掃除
そうじ

等
とう

の家事
か じ

、 外 出
がいしゅつ

時
じ

における

移 動 中
いどうちゅう

の介護
かいご

並び
ならび

に 生 活
せいかつ

等
とう

に関する
かんする

相 談
そうだん

及び
および

助 言
じょげん

その他
そ の た

の

生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にわたる援 助
えんじょ

を適 切
てきせつ

かつ効果的
こうかてき

に行 う
おこなう

ものとする。 

 

(3)事業所
じぎょうしょ

窓 口
まどぐち

の 営 業
えいぎょう

日
び

及び
および

営 業
えいぎょう

時間
じかん

 

営 業
えいぎょう

日
び

 平日、祝日
へいじつ､しゅくじつ

 

営 業
えいぎょう

時間
じかん

 午
ご

前
ぜん

９時
じ

から午
ご

後
ご

６時
じ

までとする。 
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(4)サービス 提 供
ていきょう

可能
かのう

な日
ひ

と時間帯
じかんたい

 

サービス 提 供
ていきょう

日
び

 年 中
ねんじゅう

無 休
むきゅう

 

サービス 提 供
ていきょう

時間
じかん

 24時間
じかん

営 業
えいぎょう

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

３ 提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の内 容
ないよう

と 料 金
りょうきん

および利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

について 

(1) 提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の内 容
ないよう

について 

サービス
さ ー び す

区分
くぶん

と種 類
しゅるい

       サ
さ

 ー 
ー

ビ
び

 ス
す

 の 内
ない

 容
よう

 

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

の

作 成
さくせい

 

利用者
りようしゃ

の 意向
いこう

や 心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

等
とう

の アセスメント
あ せ す め ん と

を

行 い
おこない

、援 助
えんじょ

の 目 標
もくひょう

に応じて
おうじて

具体的
ぐたいてき

なサービス
さ ー び す

内 容
ないよう

を

定めた
さだめた

手 順 書
てじゅんしょ

を作 成
さくせい

し、この手 順 書
てじゅんしょ

を元
もと

に居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

します。 

身 し
ん 

体 た
い 

介 か
い 

護 ご 

食 事
しょくじ

介 助
かいじょ

 食 事
しょくじ

の介 助
かいじょ

を行 い
おこない

ます。 

入 浴
にゅうよく

介 助
かいじょ

・

清 拭
せいしき

 

入 浴
にゅうよく

の介 助
かいじょ

や清 拭
せいしき

（身体
からだ

を拭く
ふ く

）、洗 髪
せんぱつ

などを行 い
おこない

ま

す。 

排せつ
はいせつ

介 助
かいじょ

 排せつ
はいせつ

の介 助
かいじょ

、おむつ交 換
こうかん

を行 い
おこない

ます。 

更衣
こうい

介 助
かいじょ

 衣服
いふく

の 着 脱
ちゃくだつ

の介 助
かいじょ

を行 い
おこない

ます。 

家 か 

事 じ 

援 え
ん 

助 じ
ょ 

買 物
かいもの

 
利用者
りようしゃ

の 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

に必 要
ひつよう

な物 品
ぶっぴん

の買い物
かいもの

を行います
おこないます

。 

預貯金
よちょきん

の引き出し
ひ き だ し

や預け入れ
あ ず け い れ

は行 い
おこない

ません。 

調 理
ちょうり

 利用者
りようしゃ

の食 事
しょくじ

の用意
ようい

を行 い
おこない

ます。 

掃除
そうじ

 利用者
りようしゃ

の居 室
きょしつ

の掃除
そうじ

や整理
せいり

整 頓
せいとん

を行 い
おこない

ます。 

洗 濯
せんたく

 利用者
りようしゃ

の衣類
いるい

等
とう

の洗 濯
せんたく

を行 い
おこない

ます。 
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通 院
つういん

等
とう

介 助
かいじょ

 

通 院
つういん

等
とう

又
また

は官 公
かんこう

署
しょ

並び
ならび

に指定
してい

相 談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

への移動
いどう

（公 的
こうてき

手 続
てつづき

又
また

は 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

に係る
かかる

相 談
そうだん

のために利用
りよう

する場合
ばあい

に限る
かぎる

）のための屋 内 外
おくないがい

における

移動
いどう

等
とう

の介 助
かいじょ

又
また

は通 院 先
つういんさき

等
など

での受 診
じゅしん

等
とう

の手 続
てつづき

、移動
いどう

等
とう

の介助を行います｡ 

重
じゅう

度
ど

訪
ほう

問
もん

介
かい

護
ご

 

サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

 

入 浴
にゅうよく

、排せつ
はいせつ

及び
および

食 事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

、 調 理
ちょうり

、 洗 濯
せんたく

及び
および

掃除
そうじ

等
とう

の家事
か じ

、 外 出
がいしゅつ

時
じ

における 移 動 中
いどうちゅう

の介護
かいご

並び
ならび

に

生 活
せいかつ

等
とう

に関する
かんする

相 談
そうだん

及び
および

助 言
じょげん

その他
そ の た

の生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にわた

る援 助
えんじょ

を適 切
てきせつ

かつ効果的
こうかてき

に行います
おこないます

。また、 病 院
びょういん

、

診 療 所
しんりょうじょ

、 老 人
ろうじん

保健
ほけん

施設
しせつ

等
など

、 介護
かいご

医 療 院
いりょういん

（ 以下
い か

、

病 院
びょういん

等
とう

という）に 入 院
にゅういん

、 入 所 中
にゅうしょちゅう

に意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

その他
そ の た

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を行 い
おこない

ます。 

 

(2)ヘルパー
へ る ぱ ー

の禁止
きんし

行為
こうい

 

  ヘルパー
へ る ぱ ー

はサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

にあたって次
つぎ

の行為
こうい

は行 い
おこない

ません。 

 ①医 療
いりょう

行為
こうい

 

 ②利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

の金 銭
きんせん

、預貯金
よちょきん

通 帳
つうちょう

、 証 書
しょうしょ

、書 類
しょるい

などの預かり
あずかり

 

 ③利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

からの金 銭
きんせん

、物 品
ぶっぴん

、 飲 食
いんしょく

の授 受
じゅじゅ

 

 ④利用者
りようしゃ

の同 居
どうきょ

家族
かぞく

に対する
たいする

サービス
さ ー び す

 

 ⑤利用者
りようしゃ

の 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の範囲
はんい

を超えた
こ え た

サービス
さ ー び す

（大掃除
おおそうじ

、庭
にわ

掃除
そうじ

など） 

 ⑥利用者
りようしゃ

の居 宅
きょたく

での飲 酒
いんしゅ

、喫 煙
きつえん

、 飲 食
いんしょく

 

 ⑦身 体
しんたい

拘 束
こうそく

その他
そ の た

利用者
りようしゃ

の行 動
こうどう

を制 限
せいげん

する行為
こうい

 

 （利用者
りようしゃ

又
また

は第 三 者
だいさんしゃ

等
とう

の生 命
せいめい

や身 体
しんたい

を保護
ほ ご

するため 緊 急
きんきゅう

やむを得ない
や む を え な い

場合
ばあい

を

除く
のぞく

） 

⑧その他
た

利
り

用
よう

者
しゃ

又
また

は家族
かぞく

等
とう

に対して
たいして

行なう
おこなう

宗 教
しゅうきょう

活 動
かつどう

、政治
せいじ

活 動
かつどう

、営利
えいり

活 動
かつどう

、

その他
そ の た

迷 惑
めいわく

行為
こうい
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(3) 提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の 料 金
りょうきん

とその利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

について 

提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

について、厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の告示
こくじ

の単価
たんか

による利 用 料
りようりょう

が発 生
はっせい

します。 

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は現 在
げんざい

、サービス量
さーびすりょう

と所 得
しょとく

に 着 目
ちゃくもく

した負担
ふたん

の仕組み
し く み

（１割
１わり

の定 率
ていりつ

負担
ふたん

と所 得
しょとく

に応じた
おうじた

負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

の設 定
せってい

）となっています。 

定 率
ていりつ

負担
ふたん

、実費
じっぴ

負担
ふたん

のそれぞれに、低 所 得
ていしょとく

の方
かた

に配 慮
はいりょ

した軽 減
けいげん

策
さく

が講じ
こうじ

られて

います。 

 

※ 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の定 率
ていりつ

負担
ふたん

は、所 得
しょとく

に応じて
おうじて

負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

が設 定
せってい

され、

ひと月
ひとつき

に利用
りよう

したサービス量
さーびすりょう

にかかわらず、それ以 上
いじょう

の負担
ふたん

は生 じ
しょうじ

ません。 

 

 

利用
りよう

料 金
りょうきん

は、 別 表
べっぴょう

のとおりです。 

※ サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

時
じ

間 数
かんすう

は、実 際
じっさい

にサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に要した
ようした

時間
じかん

ではなく、居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

に位置づけた
い ち づ け た

時間数
じかんすう

によるものとします。なお、計 画
けいかく

時
じ

間 数
かんすう

と実 際
じっさい

に

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に要した
ようした

時間
じかん

が大 幅
おおはば

に異なる
ことなる

場合
ばあい

は、居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

の見直し
みなおし

を

行ない
おこない

ます。 

※  サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

を行 う
おこなう

手 順 書
てじゅんしょ

等
など

により、市 町 村
しちょうそん

が２人
ふたり

派遣
はけん

を認めた
みとめた

場合
ばあい

は、

利用者
りようしゃ

の同意
どうい

のもとヘルパー
へ る ぱ ー

２人
ふたり

を同時
どうじ

派遣
はけん

しますが、その場合
ばあい

の費用
ひよう

は２人分
２りぶん

とな

り、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

も２倍
２ばい

になります。 

※  利用者
りようしゃ

の 体 調
たいちょう

等
とう

の理由
りゆう

で居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

に予定
よてい

されていたサービス
さ ー び す

が実施
じっし

で

きない場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得て
え て

サービス
さ ー び す

内 容
ないよう

を変 更
へんこう

することができます。この

場合
ばあい

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は変更後
へんこうご

のサービス
さ ー び す

内 容
ないよう

と時間
じかん

により利用
りよう

料 金
りょうきん

を 請 求
せいきゅう

いたしま

す。 

負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

等
とう

に関する
かんする

詳 細
しょうさい

に つい ては 、お住まい
お す ま い

の 市 町 村
しちょうそん

窓 口
まどぐち

ま で

お問合せ
おといあわせ

ください。 
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※  通 院
つういん

等
とう

のための 乗 車
じょうしゃ

･
・

降 車
こうしゃ

の介 助
かいじょ

を行 う
おこなう

ことの前後
ぜんご

に連 続
れんぞく

して相 当
そうとう

の

所 要
しょよう

時間
じかん

(２０～３０分
ふん

程
てい

度
ど

以
い

上
じょう

)を要し
ようし

かつ食 事
しょくじ

や着替え
き が え

の介 助
かいじょ

、排 泄
はいせつ

介 助
かいじょ

など 外 出
がいしゅつ

に際して
さいして

の 身 体
しんたい

介護
かいご

を 行 う
おこなう

場合
ばあい

には、｢ 通 院
つういん

等
とう

介 助
かいじょ

( 身 体
しんたい

介護
かいご

を

伴 う
ともなう

場合
ばあい

)｣
」

を算 定
さんてい

します。 

※  ｢通 院
つういん

等
とう

介 助
かいじょ

(身 体
しんたい

介護
かいご

を伴 う
ともなう

場合
ばあい

)｣
」

の前後
ぜんご

において、居 宅
きょたく

における 外 出
がいしゅつ

に

直 接
ちょくせつ

関 係
かんけい

しない身 体
しんたい

介護
かいご

(例
れい

： 入 浴
にゅうよく

介 助
かいじょ

、食 事
しょくじ

介 助
かいじょ

など)に 30分
ふん

～１時間
じかん

以 上
いじょう

を要し
ようし

かつ当 該
とうがい

身 体
しんたい

介護
かいご

が 中 心
ちゅうしん

である場合
ばあい

には、通 算
つうさん

して｢
「

身 体
しんたい

介護
かいご

｣
」

を

算 定
さんてい

します。 

※  介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

について事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が代理
だいり

受 領
じゅりょう

を行わない
おこなわない

(利用者
りようしゃ

が 償 還
しょうかん

払い
ばらい

を

希望
きぼう

する)場合
ばあい

は、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の全 額
ぜんがく

をいったんお支払
おしはらい

いただきます。この場合
ばあい

、

「サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

証 明 書
しょうめいしょ

」を交付
こうふ

しますので、｢
「

領 収 書
りょうしゅうしょ

｣
」

を添えて
そ え て

お住まい
お す ま い

の

市 町 村
しちょうそん

に介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の支 給
しきゅう

（利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

を除く）を申 請
しんせい

してください。 

 

【加算
かさん

項 目
こうもく

】 

① サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の時間帯
じかんたい

により下 表
かひょう

のとおり 料 金
りょうきん

が加算
かさん

されます。(円
えん

未満
みまん

の

端数
はすう

は四捨五入
ししゃごにゅう

) 

提 供
ていきょう

時間帯名
じかんたいめい

 
早
そう

 朝
ちょう

 昼
ひる

 間
ま

 夜
や

 間
かん

 深
しん

 夜
や

 

時
じ

 間
かん

 帯
たい

 
午
ご

前
ぜん

６時
じ

から 

午
ご

前
ぜん

８時
じ

まで 

午
ご

前
ぜん

８時
じ

から 

午
ご

後
ご

６時
じ

まで 

午
ご

後
ご

６時
じ

から 

午
ご

後
ご

10時
じ

まで 

午
ご

後
ご

10時
じ

から 

午
ご

前
ぜん

６時
じ

まで 

加算
かさん

割 合
わりあい

 100分
ぶん

の 25  100分
ぶん

の 25 100分
ぶん

の 50 

 

 

 

② 事業所
じぎょうしょ

のとっている体 制
たいせい

又
また

は、対 応
たいおう

の内 容
ないよう

等
とう

により、 別 表
べっぴょう

のとおり 料 金
りょうきん

が

加算
かさん

されます。(円
えん

未満
みまん

の端数
はすう

は四捨五入
ししゃごにゅう

) 
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加算
かさん

項 目
こうもく

 利 用 料
りようりょう

 
利用者
りようしゃ

 

負担
ふたん

額
がく

 
算 定
さんてい

回 数
かいすう

等
とう

 

特 定
とくてい

事業所
じぎょうしょ

加算
かさん

(Ⅰ) 
所 定
しょてい

単位数
たんいすう

の

20/100 
左記
さ き

の１割
わり

  

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

加算
かさん

（Ⅰ） 
所 定
しょてい

単位数
たんいすう

×

274/1,000 
左記
さ き

の１割
わり

 １月
つき

につき 

特 定
とくてい

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

加算
かさん

（Ⅰ） 

所 定
しょてい

単位数
たんいすう

×

70/1,000 
左記
さ き

の１割
わり

 １月
つき

につき 

ベースアップ
べ ー す あ っ ぷ

等
とう

 

支援
しえん

加算
かさん

 

所 定
しょてい

単位数
たんいすう

×

45/1,000 
左記
さ き

の１割
わり

 １月
つき

につき 

※ 所 定
しょてい

単位数
たんいすう

とは、基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

及び
および

各加算
かくかさん

（処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

加算
かさん

、特 定
とくてい

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

加算
かさん

、

ベースアップ
べ ー す あ っ ぷ

等
とう

支援
しえん

加算
かさん

を除く
のぞく

）を算 定
さんてい

した単位数
たんいすう

の合 計
ごうけい

を指
さ

します。 

 

４ その他
そ の た

の費用
ひよう

について 

① 交通費
こうつうひ

 

通 常
つうじょう

の 事 業
じぎょう

の 実施
じっし

地域
ちいき

を 越えて
こ え て

行 う
おこなう

事 業
じぎょう

に 要する
ようする

交通費
こうつうひ

（ 公 共
こうきょう

交 通
こうつう

機関
きかん

等
とう

を利用
りよう

した場合
ばあい

）は、その実費
じっぴ

を 請 求
せいきゅう

させ

ていただきます。 

②キャンセル 料
りょう

 

サービスの利用
りよう

をキャンセルする場合
ばあい

、キャンセルの連 絡
れんらく

をいただい

た時間
じかん

に応
おう

じて、下記
か き

によりキャンセル 料
りょう

を 請 求
せいきゅう

させていただき

ます。 

24時間前
じかんまえ

までのご連 絡
れんらく

の場合 キャンセル 料
りょう

は不要
ふよう

です 

12時間前
じかんまえ

までにご連 絡
れんらく

の場合
ばあい

 
１ 提 供

ていきょう

あたりの利 用 料
りようりょう

の 

50％を 請 求
せいきゅう

いたします。 

12時間前
じかんまえ

までにご 連 絡
れんらく

のない

場合
ばあい

 

１ 提 供
ていきょう

あたりの利 用 料
りようりょう

の 

100％を 請 求
せいきゅう

いたします。 

※ただし、利用者
りようしゃ

の 病 状
びょうじょう

の 急 変
きゅうへん

や 急
きゅう

な 入 院
にゅういん

等
とう

の場合
ばあい

には、キャンセル料
きゃんせるりょう

は

請 求
せいきゅう

いたしません。 
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③サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

にあたり 必 要
ひつよう

となる利用者
りようしゃ

    

の居 宅
きょたく

で使用
しよう

する電気
でんき

、ガス
が す

、水 道
すいどう

の費用
ひよう

 

④ 通 院
つういん

等
とう

介 助
かいじょ

等
とう

に お け る ヘルパー
へ る ぱ ー

の 公 共
こうきょう

交 通
こうつう

機関
きかん

等
とう

の交通費
こうつうひ

 

利用者
りようしゃ

（お 客
おきゃく

様
さま

）の別途
べっと

負担
ふたん

 

となります。 

 

 

５ 担 当
たんとう

ヘルパー
へ る ぱ ー

の変 更
へんこう

を希望
きぼう

される場合
ばあい

の相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

について 

利用者
りようしゃ

の ご事情
ごじじょう

により、

担 当
たんとう

ヘルパー
へ る ぱ ー

の 変 更
へんこう

を

希望
きぼう

される場合
ばあい

は、 右
みぎ

の

ご相談
ごそうだん

担 当 者
たんとうしゃ

までご相
ごそう

談
だん

ください。 

ア 相 談
そうだん

担 当 者
たんとうしゃ

氏名
しめい

  中川
なかがわ

 白
はく

道
と

 

イ 連 絡 先
れんらくさき

電話番号
でんわばんごう

   080-4413-2510 

   同
どう

 ﾌｧｯｸｽ番 号
ばんごう

     06-7632-3195 

ウ 受付日
うけつけび

および受 付
うけつけ

時間
じかん

 平日、祝日
へいじつ､しゅくじつ

 9時
じ

～18時
じ

 

※ 担 当
たんとう

ヘルパー
へ る ぱ ー

の変 更
へんこう

に関して
かんして

は、利用者
りようしゃ

等
とう

の希望
きぼう

を 尊 重
そんちょう

して 調 整
ちょうせい

を行います
おこないます

が、当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の人 員
じんいん

体 制
たいせい

などにより、ご希望
ごきぼう

にそえない場合
ばあい

もありますことを

予 め
あらかじめ

ご 了 承
ごりょうしょう

ください。 

６ サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

にあたっての留 意
りゅうい

事項
じこう

 

 (1) 市 町 村
しちょうそん

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

内 容
ないよう

等
とう

の確 認
かくにん

 

サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

に先立って
さ き だ っ て

、 受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

に記載
きさい

された 支 給 量
しきゅうりょう

・ 支 給
しきゅう

内 容
ないよう

・利用者
りようしゃ

負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

を 確 認
かくにん

させていただきます。 受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

の

住 所
じゅうしょ

、 支 給 量
しきゅうりょう

などに変 更
へんこう

があった場合
ばあい

は速やか
すみやか

に事
じ

業 者
ぎょうしゃ

にお知らせ
お し ら せ

くださ

い。 
 

(2) 居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

の作 成
さくせい

 

確 認
かくにん

した 支 給
しきゅう

決 定
けってい

内 容
ないよう

に沿って
そ っ て

、利用者
りようしゃ

及び
および

家族
かぞく

の意向
いこう

に 配 慮
はいりょ

しながら

｢居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

｣
」

を作 成
さくせい

します。作 成
さくせい

した「居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

」については、

案
あん

の段 階
だんかい

で利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

に内 容
ないよう

を説 明
せつめい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得た
え た

上
うえ

で成 案
せいあん

と

しますので、ご確認
ごかくにん

いただくようお願い
おねがい

します。 

サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

は「 居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

｣
」

にもとづいて行ないます
お こ な い ま す

。実施
じっし

に
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関する
かんする

指示
し じ

や命 令
めいれい

はすべて事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が行ないます
お こ な い ま す

が、実 際
じっさい

の 提 供
ていきょう

にあたっては、

利用者
りようしゃ

等
とう

の訪 問
ほうもん

時
じ

の 状 況
じょうきょう

や意向
いこう

に 充 分
じゅうぶん

な配 慮
はいりょ

を行ない
おこない

ます。 
 

 (3) 居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

の変 更
へんこう

等
とう

 

「居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

計 画
けいかく

」は、利用者
りようしゃ

等
とう

の心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

や意向
いこう

などの変化
へんか

により、

必 要
ひつよう

に応じて
おうじて

変 更
へんこう

することができます。 

   また、サービス
さ ー び す

利用
りよう

の変 更
へんこう

・追加
ついか

は、ヘルパー
へ る ぱ ー

の稼働
かどう

状 況
じょうきょう

により利用者
りようしゃ

が

希望
きぼう

する時間
じかん

にサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

ができないことがあります。その場合
ばあい

は、他
た

の

利用
りよう

可能
かのう

日時
にちじ

を利用者
りようしゃ

に提示
ていじ

するほか、他
た

事業所
じぎょうしょ

を 紹 介
しょうかい

するなど必 要
ひつよう

な 調 整
ちょうせい

を

いたします。 
 

 (4) 担 当
たんとう

ヘルパー
へ る ぱ ー

の決 定
けってい

等
とう

 

   サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

時
じ

に、担 当
たんとう

のヘルパー
へ る ぱ ー

を決 定
けってい

します。ただし、実 際
じっさい

のサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

にあたっては、複 数
ふくすう

のヘルパー
へ る ぱ ー

が交 替
こうたい

してサービス
さ ー び す

を 提 供
ていきょう

します。担 当
たんとう

のヘルパー
へ る ぱ ー

や訪 問
ほうもん

するヘルパー
へ る ぱ ー

が交 代
こうたい

する場合
ばあい

は、あらかじめ利用者
りようしゃ

に説 明
せつめい

する

とともに、利用者
りようしゃ

及び
および

その家族
かぞく

等
とう

に対して
たいして

サービス
さ ー び す

利 用 上
りようじょう

の不利益
ふりえき

が生じない
しょうじない

よ

う 十 分
じゅうぶん

に配 慮
はいりょ

します。 

   利用者
りようしゃ

から特 定
とくてい

のヘルパー
へ る ぱ ー

を指名
しめい

することはできませんが、ヘルパー
へ る ぱ ー

について

お気づき
お き づ き

の点
てん

やご要望
ごようぼう

がありましたら、お 客
おきゃく

様
さま

相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

等
とう

にご遠慮なく
ごえんりょなく

相 談
そうだん

ください。 
 

 (5) サービス
さ ー び す

実施
じっし

のために必 要
ひつよう

な備品
びひん

等
とう

の使用
しよう

 

   サービス
さ ー び す

実施
じっし

のために必 要
ひつよう

な備品
びひん

等
とう

(水 道
すいどう

、ガス
が す

、電気
でんき

を含む
ふくむ

)は無 償
むしょう

で使用
しよう

さ

せていただきます。また、ヘルパー
へ る ぱ ー

が事業所
じぎょうしょ

に連 絡
れんらく

する場合
ばあい

の電話
でんわ

を使用
しよう

させてい

ただく場合
ばあい

があります。 
 

７ 虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

について 

  事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

等
とう

の 人 権
じんけん

の擁護
ようご

・ 虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

等
とう

のために、「 障 害 者
しょうがいしゃ
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虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

、 障 害 者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
たいする

支援
しえん

等に関する
かんする

法 律
ほうりつ

（平成
へいせい

23
２３

年
ねん

法律
ほうりつ

第 79号
だい７９ごう

）」を遵守
じゅんしゅ

するとともに、下記
か き

の対策
たいさく

を講じ
こ う じ

ます。 

① 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関する
かんする

責 任 者
せきにんしゃ

を選 定
せんてい

しています。 

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関する
かんする

責 任 者
せきにんしゃ

 管理者
かんりしゃ

 中川
なかがわ

 白
はく

道
と

 

② 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

を支援
しえん

します。 

③ 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

体 制
たいせい

を整備
せいび

しています。 

④ 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に対する
たいする

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

を啓 発
けいはつ

･
・

普 及
ふきゅう

するための 研 修
けんしゅう

を実施
じっし

しています。 

⑤ 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

のための対 策
たいさく

を検 討
けんとう

する委員会
いいんかい

の定期的
ていきてき

な開 催
かいさい

及び
および

その結果
けっか

につい

て 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

への周 知
しゅうち

徹 底
てってい

を行って
おこなって

おります。 

 

 

 

 

 

８ 秘密
ひみつ

の保持
ほ じ

と個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

について 

①利用者
りようしゃ

及び
および

そ

の 家族
かぞく

に

関する
かんする

秘密
ひみつ

の

保持
ほ じ

について 

 

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情 報
じょうほう

について「個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

に

関する
かんする

法 律
ほうりつ

」及び
および

「個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

に関する
かんする

法 律
ほうりつ

についてのガイドラ

イン」を 遵 守
じゅんしゅ

し、適 切
てきせつ

な取り扱い
とりあつかい

に努める
つとめる

ものとします。 

○ 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

は、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

をする 上
うえ

で知り得た
し り え た

利用者
りようしゃ

及び
および

その

家族
かぞく

の秘密
ひみつ

を正 当
せいとう

な理由
りゆう

なく、第 三 者
だいさんしゃ

に漏らし
も ら し

ません。 

○ また、この秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

する義務
ぎ む

は、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

契 約
けいやく

が 終 了
しゅうりょう

した

後
あと

においても継 続
けいぞく

します。 

○ 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に 業 務 上
ぎょうむじょう

知り得た
し り え た

利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
かぞく

の

秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

させるため、 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

である期間
きかん

及び
および

従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

でなくなっ

た後
あと

においても、その秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

するべき旨
むね

を、 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

との雇用
こよう

契 約
けいやく

の内 容
ないよう

とします。 
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②個人
こじん

情 報
じょうほう

の

保護
ほ ご

について 

○  事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

からあらかじめ 文 書
ぶんしょ

で同意
どうい

を得ない
え な い

限り
かぎり

、

サービス
さ ー び す

担 当 者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

等
など

で使用
しよう

する 等
など

、 他
ほか

の 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情 報
じょうほう

を 提 供
ていきょう

しません。また利用者
りようしゃ

の

家族
かぞく

の個人
こじん

情 報
じょうほう

についても、当 該
とうがい

利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

からあらかじめ文 書
ぶんしょ

で同意
どうい

を得ない
え な い

限り
かぎり

、サービス
さ ー び す

担 当 者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

で使用
しよう

する 等
など

、他
た

の福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

の個人
こじん

情 報
じょうほう

を 提 供
ていきょう

しません。 

○  事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、 利用者
りようしゃ

及び
および

その家族
かぞく

に関する
かんする

個人
こじん

情 報
じょうほう

が含まれる
ふくまれる

記録物
きろくもの

（紙
かみ

によるものの他
ほか

、電磁的
でんじてき

記録
きろく

を含む
ふくむ

。）については、 善 良
ぜんりょう

な管理者
かんりしゃ

の注 意
ちゅうい

をもって管理
かんり

し、また処 分
しょぶん

の際
さい

にも第 三 者
だいさんしゃ

への漏 洩
ろうえい

を防止
ぼうし

するものとします。 

○ 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が管理
かんり

する 情 報
じょうほう

については、利用者
りようしゃ

の求め
もとめ

に応じて
おうじて

その

内 容
ないよう

を開示
かいじ

することとし、開示
かいじ

の結果
けっか

、 情 報
じょうほう

の訂 正
ていせい

、追加
ついか

または

削 除
さくじょ

を求められた
も と め ら れ た

場合
ばあい

は、遅滞
ちたい

なく調 査
ちょうさ

を行 い
おこない

、利用
りよう

目 的
もくてき

の達 成
たっせい

に

必 要
ひつよう

な 範囲内
はんいない

で 訂 正
ていせい

等
とう

を 行 う
おこなう

も のと し ます 。 (開示
かいじ

に際して
さいして

複 写 料
ふくしゃりょう

などが必 要
ひつよう

な場合
ばあい

は利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

となります。) 
 
 

９ 緊 急
きんきゅう

時
じ

の対 応
たいおう

方 法
ほうほう

について 

① サービス
さ ー び す

提 供 中
ていきょうちゅう

に、利用者
りようしゃ

に 病 状
びょうじょう

の 急 変
きゅうへん

が生じた
しょうじた

場合
ばあい

その他
そ の た

必 要
ひつよう

な

場合
ばあい

は、速やか
すみやか

に主
しゅ

治
じ

の医師
い し

への連 絡
れんらく

を行 う
おこなう

等
など

の必 要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じる
こうじる

とともに、

利用者
りようしゃ

が 予 め
あらかじめ

指定
してい

する連 絡 先
れんらくさき

にも連 絡
れんらく

します。 

 ② 上 記
じょうき

以外
いがい

の 緊 急
きんきゅう

時
じ

において、利用者
りようしゃ

に 病 状
びょうじょう

の 急 変
きゅうへん

が生じた
しょうじた

場合
ばあい

その他
そ の た

必 要
ひつよう

な場合
ばあい

に、下記
か き

の対 応
たいおう

可能
かのう

時間
じかん

に連 絡
れんらく

を受けた際は、利用者の状態に応じて、

必 要
ひつよう

な対 応
たいおう

を行 い
おこない

ます。 

  連 絡 先
れんらくさき

：電話番号
でんわばんごう

080-4413-2510 (対 応
たいおう

可能
かのう

時間
じかん

 24時
じ

間
かん

) 

 

10 事故
じ こ

発 生
はっせい

時
じ

の対 応
たいおう

方 法
ほうほう

について 

利用者
りようしゃ

に対する
たいする

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の 提 供
ていきょう

により事故
じ こ

が発 生
はっせい

した場合
ばあい

は、都道府県
とどうふけん

、

市 町 村
しちょうそん

、利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

等
とう

に連 絡
れんらく

を行 う
おこなう

とともに、必 要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じ
こうじ

ます。 

また、利用者
りようしゃ

に対する
たいする

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の 提 供
ていきょう

により 賠 償
ばいしょう

すべき事故
じ こ

が発 生
はっせい

した
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場合
ばあい

は、損 害
そんがい

賠 償
ばいしょう

を速やか
すみやか

に行 い
おこない

ます。 

 

本事
ほんじ

業 者
ぎょうしゃ

は、下記
か き

の損 害
そんがい

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

に加 入
かにゅう

しています。 

  保険会
ほけんがい

社 名
しゃめい

 東 京
とうきょう

海 上
かいじょう

日 動
にちどう

火災
かさい

保険
ほけん

 

  保険名
ほけんめい

   超ビジネス
ちょうびじねす

保険
ほけん

 

保 障
ほしょう

の概 要
がいよう

 物
もの

損
ぞん

などの事故
じ こ

による損 害
そんがい

に対する
たいする

賠 償
ばいしょう

 

 

11 身 分 証
みぶんしょう

携 行
けいこう

義務
ぎ む

 

ヘルパー
へ る ぱ ー

は、常に
つねに

身 分 証
みぶんしょう

を携 行
けいこう

し、初 回
しょかい

訪 問
ほうもん

時
じ

及び
および

利用者
りようしゃ

または利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

から提示
ていじ

を求められた
も と め ら れ た

時
とき

は、いつでも身 分 証
みぶんしょう

を提示
じ

します。 

 

12 心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

の把握
はあく

 

指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の 提 供
ていきょう

に当たって
あ た っ て

は、利用者
りようしゃ

の心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

、その置かれて
お か れ て

いる 環 境
かんきょう

、他
た

の保健
ほけん

医 療
いりょう

サービス
さ ー び す

又
また

は福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

状 況
じょうきょう

等
とう

の把握
はあく

に

努める
つとめる

ものとします。 

 

13 連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

に対する
たいする

協 力
きょうりょく

 

  事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の利用
りよう

について市 町 村
しちょうそん

又
また

は相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を行 う
おこなう

ものが行 う
おこなう

連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

にできる限り
かぎり

協 力
きょうりょく

します。 
 

14 他
た

の指 定 障
していしょう

がい福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

との連 携
れんけい

 

指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の 提 供
ていきょう

に当り
あたり

、 市 町 村
しちょうそん

、他
た

の 指 定 障
していしょう

がい福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

及び
および

保健
ほけん

医 療
いりょう

サービス
さ ー び す

または福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 提 供 者
ていきょうしゃ

と密 接
みっせつ

な連携に努め
つとめ

ま

す。 
 

15 サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の記録
きろく

 

① 指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の実施
じっし

ごとに、そのサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

日
び

、内 容
ないよう

、実 績
じっせき

時間数
じかんすう

及び
および

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

等
とう

を、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の 終 了
しゅうりょう

時
じ

に利用者
りようしゃ

の確 認
かくにん

を受ける
う け る

こ
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ととします。また利用者
りようしゃ

の確 認
かくにん

を受けた
う け た

後
あと

は、その控え
ひかえ

を利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

します。 

② 指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の実施
じっし

ごとに、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

実 績
じっせき

記 録 票
きろくひょう

に記録
きろく

を 行 い
おこない

、

利用者
りようしゃ

の確 認
かくにん

を受け
う け

ます。 

③ これらの記録
きろく

はサービス
さ ー び す

完 結
かんけつ

の日
ひ

から５年間
５ねんかん

保存
ほぞん

し、利用者
りようしゃ

は、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に

対して
たいして

保存
ほぞん

されるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

記録
きろく

の閲 覧
えつらん

及び
および

複 写 物
ふくしゃぶつ

の交付
こうふ

を請求すること

ができます。 

（複 写
ふくしゃ

等
とう

にかかる費用
ひよう

は実費
じっぴ

を負担
ふたん

いただきます。） 
 

17 サービス
さ ー び す

内 容
ないよう

の見積もり
み つ も り

について 

契 約
けいやく

に際して
さいして

、利用者
りようしゃ

のサービス
さ ー び す

内 容
ないよう

に応じた
おうじた

見積もり
み つ も り

(別紙
べっし

)を作 成
さくせい

します。 
 

18 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の体 制
たいせい

及び
および

手 順
てじゅん

 

(ア) 提 供
ていきょう

した指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

に係る
かかる

利用者
りようしゃ

及び
および

その家族
かぞく

からの相 談
そうだん

及び
および

苦 情
くじょう

を受け付ける
う け つ け る

ための窓 口
まどぐち

を設置
せっち

します。（ 別 表
べっぴょう

に記す
しるす

【事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の窓 口
まどぐち

】の

とおり） 

   

(イ) 相 談
そうだん

及び
および

苦 情
くじょう

に円 滑
えんかつ

かつ適 切
てきせつ

に対 応
たいおう

するための体 制
たいせい

及び
および

手 順
てじゅん

は以下
い か

のと

おりとします。 

 

① 相 談
そうだん

、苦 情
くじょう

に関する
かんする

常 設
じょうせつ

窓 口
まどぐち

として、相 談
そうだん

担 当 者
たんとうしゃ

を設けて
もうけて

いる。また、

担 当 者
たんとうしゃ

が 不在
ふざい

の場合
ばあい

においても、事業所
じぎょうしょ

の誰
だれ

もが対 応
たいおう

できるように相 談
そうだん

苦 情
くじょう

管理
かんり

対 応
たいおう

シート
し ー と

を作 成
さくせい

し、担 当 者
たんとうしゃ

に確 実
かくじつ

に引き継ぐ
ひ き つ ぐ

体制を敷いてい

る。 

 

常 設
じょうせつ

窓 口
まどぐち

  (電話
でんわ

) 080-4413-2510 

        (FAX)  06-7632-3195 

 

担 当 者
たんとうしゃ

   中川
なかがわ

 白
はく

道
と

 

 

 

② 円 滑
えんかつ

かつ迅 速
じんそく

に苦 情
くじょう

処理
しょり

を行 う
おこなう

ための処理
しょり

体 制
たいせい

・手 順
てじゅん
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   ◎苦 情
くじょう

又
また

は相 談
そうだん

があった場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

を 詳 細
しょうさい

に把握
はあく

するよう、

必 要
ひつよう

に応じ
おうじ

、 状 況
じょうきょう

の聞き取り
き き と り

のための訪 問
ほうもん

を実施
じっし

し、事 情
じじょう

の確 認
かくにん

を

行 う
おこなう

。 

   ◎相 談
そうだん

担 当 者
たんとうしゃ

は、把握
はあく

した 状 況
じょうきょう

を担 当
たんとう

ヘルパー
へ る ぱ ー

とともに検 討
けんとう

を行 い
おこない

、

対 応
たいおう

を決 定
けってい

する。 

   ◎対 応
たいおう

内 容
ないよう

に基づき
もとづき

、必 要
ひつよう

に応じて
おうじて

関 係 者
かんけいしゃ

への連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を行 う
おこなう

とともに

利用者
りようしゃ

へは必 ず
かならず

対 応
たいおう

方 法
ほうほう

を含めた
ふくめた

結果
けっか

報 告
ほうこく

を行 う
おこなう

。 

    (時間
じかん

を要する
ようする

内 容
ないよう

もその旨
むね

を翌 日
よくじつ

までに連 絡
れんらく

する。) 

 

 

③ その他
そ の た

参 考
さんこう

事項
じこう

 

   ◎当事者
とうじしゃ

において、処理
しょり

し得ない
し え な い

内 容
ないよう

についても、適 切
てきせつ

な対 応
たいおう

方 法
ほうほう

を利用者
りようしゃ

の立場
たちば

にたって検 討
けんとう

し、対 処
たいしょ

する。 

 

 

 


